
－２－ 

○議長（茅沼隆文） 

  皆さん、おはようございます。 

ただいまの出席議員は１１名です。定足数に達しておりますので、これより平成

２８年開成町議会６月定例会議（第２日目）の会議を開きます。 

午前 ９時００分 開議 

○議長（茅沼隆文） 

本日は、日曜議会を開催しております。 

早速、本日の日程に入ります。日程第１ 一般質問を行います。質問の順序は、

先に抽せんを行いました順序で行いますので、よろしくお願いいたします。 

それでは一般質問を行いますが、持ち時間は３０分の時間通告制で行います。な

お、持ち時間より早く終了いたしましても、お手元に配付してあります時間割り表

のとおりに行いますので、ご承知おきください。 

それでは、質問、答弁は簡潔にお願いいたします。 

一般質問を始めます。 

８番、和田繁雄議員、どうぞ。 

○８番（和田繁雄） 

どうも、おはようございます。８番議員、和田でございます。 

通告に従いまして、質問文を読み上げさせていただきます。情報公開への取り組

みについてということで、お尋ねをしたいと思います。 

開成町協働推進計画では、計画策定による効果として「協働のまちづくりを推進

していくための具体的な指針を示すことで町民との連携イメージが明確となり、情

報やノウハウの集積、人的パワー等が活用できる範囲などが拡大します。」とされ

ております。 

町では今、新庁舎建設、連携中枢都市圏構想、北部振興、ビレッジ構想等、大き

な課題が山積しておりますが、町民の協力を得るためには目標や方針についての納

得が不可欠であると考えます。重要な事業について、広報、ホームページ等を通じ

て積極的に情報公開しようとする行政の姿勢は評価いたしますが、なぜ、その結論

に至ったかの説明が不足している現状と思えます。住民説明会、パブリックコメン

トで出された意見に対し、どのように行政内部で検討されたのかも説明不足と感じ

ております。 

１、情報公開の基準を時代の要請に合わせて見直す予定はあるか、（ア）として

重要事業の検討プロセス、これは特に議事録等を指しておりますが、公開はどこま

でするのか、（イ）公開のタイミングは、（ウ）として情報交換の場を幅広くする

ことは。２、行政内部での意思疎通を徹底するためにコミュニケーション手段、こ

れは会議体、業務データベース等の見直しをする考えは。 

以上、質問とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（茅沼隆文） 

町長。 
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○町長（府川裕一） 

それでは、和田議員のご質問にお答えをいたします。 

情報公開の取り組みについてのお答えを、まずさせていただきます。 

１点目の情報公開の基準を時代の要請に合わせて見直す予定はあるかについてで

ありますが、町では情報公開条例を定め、開示請求のあった場合には、様々な行政

情報の開示をしております。特定の個人情報が含まれる場合など非開示事項につい

て該当する場合には、開示をできないケースも、もちろんあります。 

まず、（ア）の重要事業の検討プロセス、議事録の公開、どこまでするかについ

てでありますが、現在、町では各種委員会、審議会を設置しておりますが、規則等

で会議内容を非公開としているものは開成町障害児就学指導委員会など三つの会議

があります。いずれの会議も特定の個人情報を取り扱っておりますので、個人情報

保護の観点から、今後も議事録等を公開する予定はありません。 

一方、庁内の会議でありますが、部長級で組織する政策決定会議、管理職で組織

する課長会議などがあります。これらはもちろん、庁議規程に基づき設置をしてお

りますが、規程上も非公開としております。その他の委員会等につきましては、原

則公開であります。議事録につきましても、情報公開条例に基づき原則公開できま

すが、個人が特定されるような箇所につきましては一部非公開となります。  

なお、情報公開条例に基づく情報公開とは別に、町からの情報発信として議事録

をホームページに掲載しているものもあります。今後も町民が参画している主要な

会議等では、ホームページなどで議事録の公開の拡大を検討してまいりたいと思い

ます。 

次に（イ）公開のタイミングについてのご質問でありますが、先ほど申し上げま

したとおり、各種委員会、審議会等につきましては、町の計画策定過程の透明性及

び公平性を確保することから議事録について原則公開としておりますので、それぞ

れのケースで異なることもありますが、情報公開条例に基づき議事録の公開を請求

することは可能であります。議事録を公開する場合については、会議終了後、議事

録が完成した段階で公開できる状態になることになります。 

次に（ウ）情報交換の場を幅広くすることについてであります。情報交換の機会

設定については、町民との協働によるまちづくり推進を趣旨に町民と行政との情報

共有が求められており、広報紙やホームページ、ＳＮＳなどの媒体を積極的に活用

し、町事業に関する情報や生活に密着した情報の発信に努めております。また、各

種計画策定とのタイミングにおいて、町政への町民参加を促進するため各種審議会

委員の一般公募を推進しております。 

広聴事業の取り組みとして、まちづくり町民集会の開催や町民意識調査の実施に

より町民の町政に対する意見や要望の把握に努めるとともに、政策形成過程への町

民参画促進のためパブリックコメント手続条例を制定し、各種計画等へ町民の意見

反映に努めております。そのほかにも、各種個別計画や事業の実施に当たっては、

関係団体や関係町民等に向けた説明会や意見交換の場を設定し、十分な意見聴取に
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基づく円滑な運営等に努めているところであります。特に、町民全体を対象とした

情報交換の機会としては町民集会が主となるため、より多くの町民の皆さんが参画

し効果的な意見交換がなされるよう、開催方法や開催場所等についての工夫を随時

図ってまいります。 

次に、行政内部での意思疎通を徹底するためにコミュニケーション手段の見直し

をする考えはについて、お答えをいたします。 

現在、月に一度、管理職で政策等を議論し情報を共有する課長会議を設けており

ます。また、部長級で組織する政策決定会議を必要に応じて随時開催することとし

ております。それぞれの会議の内容は所属長を通じ職員へ周知されており、情報の

共有が図られております。 

また、庁内の情報共有やコミュニケーションを効率的に行うため、全職員のパソ

コンにグループウエアを導入し、掲示板機能を活用し庁内外への情報共有を図って

おります。今後は、さらにグループウエアの各種機能を有効に活用するため、職員

への周知や適切に利用するための教育を行い、庁内における情報共有の精度を高め

ていきたいと考えております。 

以上であります。よろしくお願いいたします。 

○議長（茅沼隆文） 

和田議員。 

○８番（和田繁雄） 

ただいまご答弁いただきましたけれども、町の情報公開、この姿勢、できるだけ

していこうと、これは非常に評価をしておるのですが、残念ながら、見ている限り

検討のプロセスがきちんと明示されていない。結果だけが公表されているというと

ころが見えますので、折しも今日の時点で改正公職選挙法、１８歳、１９歳が選挙

権を持ちましたので、ちょうど２４０万人、新たに選挙権を持つと。こういう時期

に、もう少し丁寧な説明、丁寧な対応、これが求めてこられるのではないかという

ふうに考えております。 

先ほど町長のほうからご答弁いただきましたけれども、いくつか質問をまずさせ

ていただきたいと思うのですが。先ほど、庁内の会議は庁議規程に基づいて設置し

ている部長級で組織する政策決定会議、管理職で組織する課長会議については、規

程上、非公開としているとあるが、これは会議そのものが非公開なのか、それとも、

当然作成されているべき議事録、これまで非公開なのか、まず、そこの時点をお伺

いしたいと思いますが。 

○議長（茅沼隆文） 

総務課長。 

○総務課長（山口哲也） 

それでは、和田議員のご質問にお答えいたします。 

庁内会議は、今、おっしゃられましたとおり、規程上非公開ということになって

おります。会議そのものが非公開ですので、当然、議事録も現時点では非公開とい
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うことになっております。 

○議長（茅沼隆文） 

和田議員。 

○８番（和田繁雄） 

開成町の情報公開条例、２３条あるのですが、この中の第３条、第２０条、ここ

で記述されております、ちょうど公開条例の２０条ですが、ここでは実施機関、こ

れは町そのものを指しているのだと思うのですが、町政に関する正確でわかりやす

い情報を町民が容易に得られるようにするため、その保有する情報を積極的に提供

するよう努めなければならない。同じような記述が第３条にございますが、これと

の整合性、庁議規程が優先するのか公開条例が優先するのか、その辺のご見解をお

伺いしたいと思いますが。 

○議長（茅沼隆文） 

総務課長。 

○総務課長（山口哲也） 

それでは、ただいまの情報公開条例と庁議規程の優位性といいますか順番といい

ますか、そのことについてお答えいたします。 

基本的に当然、情報公開条例がございますので、公開請求があれば開示するとい

うことはございます。ただ、先ほど申し上げましたとおり、今現在、特定の個人の

利害にかかわる案件ですとか機密事項を取り扱うことがあると、これは政策決定会

議や課長会議ですね、そういったことがあるので公開にはなじまないという判断を

しております。一方で、庁議は行政庁内部の最終の意思決定段階の公式の会議とい

うふうに言えるわけでして、今後は、まず正式な議事録の作成と、こういったこと

から始めていきたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（茅沼隆文） 

和田議員。 

○８番（和田繁雄） 

ありがとうございました。 

今の答弁の中で理解をするのは現時点では議事録、これは今、作成はされている

のでしょうか、いないのでしょうか。 

○議長（茅沼隆文） 

総務課長。 

○総務課長（山口哲也） 

参加している構成メンバーで簡易的なメモ書き程度のものはございますが、正式

な議事録というものは存在はしておりません。 

○議長（茅沼隆文） 

和田議員。 

○８番（和田繁雄） 
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それで、先ほどの答弁で、今後、正式な議事録を作成していくと。これは、その

まま受けとめてよろしいのでしょうか。 

○議長（茅沼隆文） 

総務課長。 

○総務課長（山口哲也） 

全ての会議につきまして一律にというのは、なかなか判断が難しいことはござい

ますが、庁議規程等に基づき開催する会議、こういったものは議事録を作成してい

くよう努めたいと思っております。 

○議長（茅沼隆文） 

和田議員。 

○８番（和田繁雄） 

ありがとうございました。 

総合計画とかまちづくり協働計画、いろいろ見ても、ＰＤＣＡ、これを回して効

率的な行政運営に努めると、こういう記述がいくつかございます。そうすると、そ

の辺の議事録がなくてＰＤＣＡをどう回すのだというところが大変疑問なのですが、

その都度、新たに議論を始める、過去、どういう議論があったのか、その辺はどう

いう形で確認をしているのか、ちょっとお尋ねしたいと思います。  

○議長（茅沼隆文） 

総務課長。 

○総務課長（山口哲也） 

ただいまのＰＤＣＡに関するご質問でございます。町長答弁でも申し上げました

が、まずは政策決定会議、課長会議、出席した者が必ず職員に対して情報を提供す

るという形で職員間での情報の共有というのは図られており、また、そこで議論さ

れたことは、次の会議でもう一度、そこは提案するというような形でＰＤＣＡのサ

イクルを回しているような感じでございます。 

○議長（茅沼隆文） 

和田議員。 

○８番（和田繁雄） 

ということは、先ほどグループウエアという答弁もございましたけれども、グル

ープウエアの中には議事録はきちんと記述されているということでよろしいのでし

ょうか。 

○議長（茅沼隆文） 

総務課長。 

○総務課長（山口哲也） 

現在、グループウエアを導入しておりまして、職員の情報共有の一助というふう

になっております。全ての議事録がそこに載せてあるというわけではございません

で、紙ベースで報告することもございますので、これは全てがそこにあるというわ

けではございません。 
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○議長（茅沼隆文） 

和田議員。 

○８番（和田繁雄） 

大変細かい質問で恐縮なのですが、議事録そのものがグループウエアに載ってい

るものと載っていないもの、その辺の載っている載っていないの基準というのはど

の辺にあるのか、そこをお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（茅沼隆文） 

総務課長。 

○総務課長（山口哲也） 

例えば、新庁舎建設ですとか、もう全庁的な取り組み、こういったものにつきま

しては、必ずそういったグループウエアを活用しておると。一方で、庁内会議のよ

うなものであれば、所属長からの報告というような形で行っているものと、そのよ

うなすみ分けをしております。 

○議長（茅沼隆文） 

和田議員。 

○８番（和田繁雄） 

わかりました。グループウエアの中に議事録、この辺はきちんと今後整備してい

きたいと、こういう認識をさせていただいております。 

それで、これは先ほどのもう一度確認なのですが、議事録の公開請求があったと

きに、当然、個人情報、これにかかわるものは除外はされる、これは認識しておる

のですが、それ以外のものに関しては公開請求に応じることができるというふうに

考えてよろしいのですか。 

○議長（茅沼隆文） 

総務課長。 

○総務課長（山口哲也） 

まさに和田議員が今おっしゃられましたとおり、情報公開条例に基づく非開示理

由に該当しないもの、こういうものであれば公開をするという形になります。 

○議長（茅沼隆文） 

和田議員。 

○８番（和田繁雄） 

ありがとうございました。 

それで、先ほど町長答弁の中にもありましたけれども、ホームページ、ＳＮＳ等

を通じて情報の公開を積極的にしていくのだと、こういうお話がありましたけれど

も、大変気になるのは、ホームページで載っているもの。開成町の今の状況を見る

と、インターネット、これでホームページを見れない、こういう方が随分多いのか

なという気がいたします。７割、８割の方、特に高齢者の方々。こういう方々に対

して情報をどう提供していくのか、その辺はどんなふうにお考えかをお伺いしたい

と思います。 
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○議長（茅沼隆文） 

企画政策課長。 

○企画政策課長（岩本浩二） 

それでは、ご質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

高齢者の方々がホームページを見れないというような状況があるというようなご

指摘でございますけれども、ホームページに加えまして紙媒体といたしまして広報

ですとかお知らせ版、また暮らしのガイドですとか町民カレンダーなどの刊行物を

発行しておりまして、そこにかなりの量の情報を載せさせていただいて情報提供さ

せていただいているというような状況がございます。 

そちらにつきましては、なかなか高齢者にインターネットを使える教室等を満遍

なくできればということはございますのでしょうけれども、そういうわけにも必ず

しもいかないというような状況もございますので、むしろ、その方の環境によって

紙媒体ですとかホームページ、ＳＮＳなどの電子媒体を使っていただくなど、選択

を情報を受け取る側がしていただけるようなメニューを多く増やすことで、そうい

うことに対応してまいりたいと考えてございます。 

○議長（茅沼隆文） 

和田議員。 

○８番（和田繁雄） 

町長答弁の中にありました、町民全体を対象とした情報交換の機会は町民集会と

なるため、より多くの町民が参加し効果的な意見交換がなされるよう開催方法や開

催場所等に配慮すると、こういうふうになっておりますが、これ具体的にはどうい

うことをお考えになっているのか。現在、具体的な案があれば、お示しいただきた

いと思うのですが。 

○議長（茅沼隆文） 

企画政策課長。 

○企画政策課長（岩本浩二） 

それでは、お答えをさせていただきたいと思います。 

昨年は、庁舎建設等をテーマといたしまして町民集会のほうを開催させていただ

きました。昨年につきましては、町内４カ所程度を会場といたしまして、町民の皆

様にお集まりをいただきまして、様々な意見等をお伺いしたというようなことでご

ざいましたけれども、なかなか、その前には町内自治会館を全箇所回らせていただ

いたというようなやり方をさせていただいたというときもございました。そこを比

較いたしますと、明らかに町内全体の自治会の公民館等で町民集会を開催させてい

ただくというようなことがあれば、より多くの方に参加していただけるというよう

な状況がございましたので、そういうものも考えながら、テーマに沿って町民の皆

様に、より深い議論、より広いご意見をいただけるような環境をつくっていきたい

と考えてございます。 

○議長（茅沼隆文） 
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和田議員。 

○８番（和田繁雄） 

ありがとうございます。その辺の情報公開、それと行政の考えていることを町民

のできるだけ多くの方にどう伝えるか、その辺の工夫をぜひ期待したいと思います

が。 

それで、もう一つ気になるのが、町長答弁の中にもありましたパブリックコメン

ト手続条例を制定しというところなのですが、これ、確かに、ずっとこれを読んで

いきますと、大変丁寧な仕組み、対応の仕方をされているとは思うのですが、パブ

リックコメントで出された質問に対して、どのくらいきちんと答えているのかなと。

私の見る限り、半分くらい、この辺は答えておりますけれども、半分くらいは何の

記述もないなというふうに感じておるのですが、その辺の対応については、今後、

どのような形でお答えをしていくのか、何かお考えがあれば教えていただきたいと

思いますが。 

○議長（茅沼隆文） 

企画政策課長。 

○企画政策課長（岩本浩二） 

それでは、お答えをさせていただきたいと思います。 

パブリックコメント制度に関しましては、様々な計画等を策定する際に町民の皆

様から様々なご意見を頂戴するというようなことで、期間を設けまして計画等に対

して意見等を集約しているところでございますが、基本的にパブリックコメント制

度で個人的にいただいた意見につきましては、それぞれ個人の方に宛てて回答を差

し上げているというような状況でございますので、今、半分程度というようなお話

がございましたけれども、基本的には１００％、個人の方に回答を申し上げている

というような状況があるということでご承知いただければと思います。  

○議長（茅沼隆文） 

和田議員。 

○８番（和田繁雄） 

ありがとうございました。 

ちょうど今年の１０月から連携中枢都市圏構想、小田原・南足柄協議会発足とい

うのがございますので、町民の方の関心は非常にこれは強いというふうに思います

ので、先ほどご答弁いただいた中で、きちんと議事録の作成等をしていただいた上

で、多くの人に「ああ、町はこう考えている、こういう方向に行くのだ」と理解し

てもらった上で、本当の意味での協働、ともに働く、こういったものをぜひつくっ

ていただきたいと思います。 

それで、最後になりますけれども、先ほど冒頭にも申しあげました１８歳以上の

方の選挙権、いろいろな形でどういう変化があるのか、なかなか読みにくいところ

がございますが、丁寧な対応、丁寧な説明、こういったものが要ると思いますので、

ぜひとも、その辺をきちんと推進していただきたいと、そういうふうに思っており
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ます。 

時間はちょっと早いのですが、私の質問を終えたいと思います。以上です。あり

がとうございました。 

○議長（茅沼隆文） 

総務課長、発言を許可いたします。 

○総務課長（山口哲也） 

ただいま１８歳選挙権の、一般質問とは若干離れますが、１８歳、新たに選挙権、

有権者となられる皆様向けにということで、今年の２月と５月に町内にございます

吉田島総合高校の３年生を対象に「政治と選挙のかかわり」という講演会を行って

選挙啓発をしてまいりました。 

○議長（茅沼隆文） 

よろしいですか。 

これで、和田議員の一般質問を終わりにいたします。 

なお、時間通告制ですので、次の湯川議員の質問は９時半から開始いたします。

よって、５分強、暫時休憩といたします。 

午前９時２５分 

 


